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○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 

令和４年４月１日規則第24号 

改正 

令和５年３月31日規則第20号 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を次のように定める。 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農林水産省・

国土交通省令第６号。以下「省令」という。）、農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例

に関する法律施行規則（令和３年農林水産省令第69号）及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関

する法律施行条例（令和４年愛媛県条例第15号）に定めるもののほか、畜舎等の建築等及び利用

の特例に関する法律（令和３年法律第34号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（仮使用の認定に係る審査の事務） 

第２条 省令第67条に規定する者は、法第６条第２項ただし書の規定に基づく仮使用の認定に係る

審査の事務（当該仮使用をした場合の安全上、防火上及び避難上の支障の有無に関する部分に限

る。）を行うことができる。 

追加〔令和５年規則20号〕 

（畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定の申請） 

第３条 省令第48条第２項の規定に基づく建築等の認定を受けようとする者は、畜舎等の敷地と道

路との関係の建築等認定申請書（様式第１号）の正本及び副本に、それぞれ省令別表第２の(１)

の項に掲げる付近見取図、配置図、平面図、床面積求積図、２面以上の立面図及び２面以上の断

面図その他知事が必要と認める図書及び書面（以下「図書等」という。）を添えて、知事に提出

しなければならない。 

２ 知事は、省令第48条第２項の規定に基づく建築等の認定をしたときは、畜舎等の敷地と道路と

の関係の建築等認定通知書（様式第２号）に前項の申請書の副本及び当該副本に添付された図書

等を添えて、申請者に通知するものとする。 

３ 知事は、省令第48条第２項の規定に基づく建築等の認定をしないときは、畜舎等の敷地と道路

との関係の建築等不認定通知書（様式第３号）に第１項の申請書の副本及び当該副本に添付され

た図書等を添えて、申請者に通知するものとする。 
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一部改正〔令和５年規則20号〕 

（認定畜舎等の利用の状況の報告の日） 

第４条 省令第91条の規定により知事が定める日は、畜舎建築利用計画が認定された日の属する年

度の翌年度から起算して５年目ごとの各年度の４月末日とする。 

一部改正〔令和５年規則20号〕 

（畜舎等の建築等又は利用の取りやめの申出） 

第５条 認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等又は利用を取りやめようとするときは、遅滞なく

取りやめ申出書（様式第４号）に、当該認定畜舎等について法、省令及びこの規則の規定に基づ

き交付を受けた認定及び認可に係る通知書を添えて、知事に提出しなければならない。 

一部改正〔令和５年規則20号〕 

（書類の経由） 

第６条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、畜舎等の所在地を管轄する家

畜保健衛生所長を経由しなければならない。 

一部改正〔令和５年規則20号〕 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日規則第20号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定申請書 
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一部改正〔令和５年規則20号〕 
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様式第２号（第３条関係） 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定通知書 

 
 

一部改正〔令和５年規則20号〕 
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様式第３号（第３条関係） 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等不認定通知書 

 
 

一部改正〔令和５年規則20号〕 
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様式第４号（第５条関係） 取りやめ申出書 

 

一部改正〔令和５年規則20号〕 


